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  令和７年９月定例教育委員会会議 

 

１．日 時 

令和７年９月２６日（金）午前９時３０分～午前１０時１０分 

 

２．場 所 

河内長野市役所７階 行政委員会室 

 

３．出席委員 

小川教育長、嘉名教育長職務代理者、田中委員、大矢委員、河野委員 

 

４．９月定例教育委員会会議録署名委員 

教育長、嘉名教育長職務代理者、河野委員 

 

５．事務局出席者 

尾西教育推進部長、生田教育推進部理事、山崎教育総務課長、篠崎学校教育

課長、小池学校教育課参事、西川学校教育課参事、濵田社会教育第１課長、山

本社会教育第２課長、太田社会教育第２課参事、松村教育総務課長補佐、都志

教育総務課主幹 

 

６．会議要録 

 開 会 

  小川教育長 

ただいまより教育委員会会議を開催いたします。 

それでは、出席委員が定足数に達しておりますので、令和７年９月定例教育委 

員会会議を開会いたします。 

 

（1）前回会議録の承認 

小川教育長 
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前回の会議録について、何かご異議、ご質問などございませんか。 

特にご異議等がありませんでしたので、会議録を承認することといたします。  

 

（2）署名委員の指名 

小川教育長 

９月の会議の会議録の署名は、私のほかに嘉名教育長職務代理者と河野委員

にお願いします。 

 

嘉名教育長職務代理者、河野委員 

    了解しました。 

 

（3）教育長報告 

小川教育長 

次に教育長報告にうつります。 

令和７年８月２７日から令和７年９月２５日までの間の活動、主なものを申

し上げます。 

まず８月２７日水曜日は、定例教育委員会会議に出席しました。 

８月３０日土曜日は、中学生地域クラブゴルフ体験会を視察しました（天野

山カントリークラブ）。大阪大学による金剛寺文書調査を視察しました（金剛

寺）。 

９月１日月曜日は、市議会本会議に出席しました。千代田中学校体育館空

調を視察しました。 

９月４日木曜日は、教頭会に出席しました。 

９月６日土曜日は、大阪・関西万博を視察しました。 

９月７日日曜日は、大阪・関西万博を視察しました。 

９月９日火曜日は、ゆう☆ゆうスペースを視察しました。市生活安全推進協議

会に出席しました。 

９月１０日水曜日は、市議会本会議に出席しました。 

９月１１日木曜日は、市議会本会議に出席しました。 
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９月１２日金曜日は、スペランツァ大阪選手の市長表敬訪問に同席しました。 

９月１３日土曜日は、人事関係業務に従事しました。 

９月１４日日曜日は、人事関係業務に従事しました。 

９月１７日水曜日は、総務福祉教育常任委員会に出席しました。プロボクシン

グ選手の市長表敬訪問に同席しました。 

９月１９日金曜日は、決算常任委員会に出席しました。 

９月２０日土曜日は、市交通安全市民大会に出席しました（キックス）。 

９月２１日日曜日は、スペランツァ大阪・河内長野市民デーを観戦しました

（Ｊグリーン堺）。 

９月２２日月曜日は、秋の全国交通安全運動早朝キャンペーンに参加しまし

た（三日市町駅）。決算常任委員会に出席しました。 

９月２４日水曜日は、決算常任委員会に出席しました。 

以上、教育長報告を終わります。何かご質問はございませんか。 

 

小川教育長 

よろしいでしょうか。 

ではつづいて、各委員から報告事項、情報提供をお願いいたします。 

 

小川教育長 

よろしいでしょうか。 

それではこれで教育委員報告を終わります。 

 

（4）議事（要旨） 

小川教育長 

それでは、本日の案件に入ります。 

議案第２１号「令和７年１０月の人事異動について」説明をお願いします。 

 

山崎教育総務課長 

議案第2１号「令和７年10月の人事異動について」のご説明をさせていただきま
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す。議案書につきましては 2 ページを、議案説明資料につきましても 2 ページをお願

いいたします。本件につきましては、教育委員会事務局職員に係る令和７年10月

の人事異動につきまして、市長部局との調整の上で決定されていくことになり、事前

に教育委員会会議に諮ることが困難な状況にありますことから、今回の人事異動に

関する事務につきましては、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 25 条

第 1 項に規定する「教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その権

限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させるこ

とができる」、及び教育長に対する事務委任等に関する規則第 3条第 1項に規定

する「委員会はその会議の議決に基づき、前条第 1 項各号に掲げる事務につき教

育長をして臨時に代理することができる。」という規定によりまして、教育長に臨時に

代理させる旨、事前に議決を求めるものでございます。なお、令和７年 10 月の人

事異動の結果や内容につきましては、10月の定例教育委員会においてご報告する

ものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

 

小川教育長 

ただいまの事務局からの説明につきまして、ご異議等ありましたらお願いいたしま

す。 

 

小川教育長 

それではご異議等がないようですので、議案第２１号「令和７年 10 月の人事異

動について」を承認といたします。 

 

（５）報告案件（要旨） 

・報告第１８号「和解並びに損害賠償額の決定に係る専決処分について」 

令和７年５月１５日、市立長野小学校駐車場内において、職員が同駐車場に

駐車していた公用車を出発させるため、右斜め前方に発信させたところ、隣に駐車し

ていた車両に接触し、当該車両の車体左前方を損傷させた物損事故について、相手

方と和解したため、令和７年７月２８日付け市長が和解並びに損害賠償額の決
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定に係る専決処分を行ったことを報告したもの。 

 

（６）その他報告（要旨） 

部長・理事 

○令和７年９月河内長野市議会定例会にかかる質問通告と答弁の要旨につ 

いて 

社会教育第２課 

○すぐに役立つ読み聞かせボランティア講座 １０月号広報掲載 

○読書週間おはなしウォッチング １０月号広報掲載 

○図書館 資料展示について 

○ふるさと歴史学習館がリニューアルオープン １０月号広報掲載 

○かやぶき屋根修復記念 １０月号広報掲載 

○天野山金剛寺国宝特別公開 １０月号広報掲載 

 

閉 会 

小川教育長 

   以上で９月定例教育委員会を閉会します。
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令和７年１０月定例教育委員会開催日程 

 

１．日 時 

  令和７年１０月２０日（月） 午後６時００分開催 

  ※開始時間については、審議案件の件数により変更あり。 

 

２．場 所 

  河内長野市役所７階 行政委員会室  
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教育長報告（令和７年８月２７日～令和７年９月２５日）  別 紙 

８月２７日（水） 

８月３０日（土） 

 

９月１日（月） 

９月４日（木） 

９月６日（土） 

９月７日（日） 

９月９日（火） 

９月１０日（水） 

９月１１日（木） 

９月１２日（金） 

９月１３日（土） 

９月１４日（日） 

９月１７日（水） 

 

９月１９日（金） 

９月２０日（土） 

９月２１日（日） 

９月２２日（月） 

 

９月２４日（水） 

 

 

定例教育委員会会議出席 

中学生地域クラブゴルフ体験会視察（天野山カントリーク

ラブ）、大阪大学金剛寺文書調査視察（金剛寺） 

市議会本会議出席、千代田中学校体育館空調視察 

教頭会出席 

大阪・関西万博視察 

大阪・関西万博視察 

ゆう☆ゆうスペース視察、市生活安全推進協議会出席 

市議会本会議出席 

市議会本会議出席 

スペランツァ大阪選手市長表敬訪問同席 

人事関係業務従事 

人事関係業務従事 

総務福祉教育常任委員会出席 

プロボクシング選手市長表敬訪問同席 

決算常任委員会出席 

市交通安全市民大会出席（キックス） 

スペランツァ大阪・河内長野市民デー観戦（Ｊグリーン堺） 

秋の全国交通安全運動早朝キャンペーン参加（三日市町

駅）、決算常任委員会出席 

決算常任委員会出席 

 

 

 



 

 

 

 

令和７年９月定例教育委員会会議 

 

 

 

 

 

議  案  書 



 

 

１ 

 

 

令和７年９月定例教育委員会会議提出議案目次  

 

（議決案件） 

議案第２１号   令和７年１０月の人事異動について 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.２） 

（報告案件） 

報告第１８号   和解並びに損害賠償額の決定に係る専決処分につ 

いて 

（説明担当 教育総務課・・・・・p.３） 



 

 

２ 

 

 

議案第２１号 

 

令和７年１０月の人事異動について 

 

教育委員会事務局職員に係る令和７年１０月の人事異動については、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項及び教育長に対

する事務委任等に関する規則第３条第１項の規定により教育長に代理させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 令和７年９月２６日 

河内長野市教育長 小川 祥 

 



 

 

３ 

 

 

報告第１８号 

 

和解並びに損害賠償額の決定に係る専決処分について 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定により市立長野小学校駐車場内にお

いて職員が公用車を運転中、駐車していた車両に接触し損傷させた物損事

故に係る和解並びに損害賠償額の決定について、市長が専決処分したため

報告する。  

 

１．和解の主旨 

 本件事故の責任割合について、市を１００パーセントとし、市が損害賠

償金を支払い、円満に解決する。  

２．損害賠償の額 

 金１２６，３２５円 

 

 

 

 

 

 

                 令和７年９月２６日 

河内長野市教育長 小川 祥 
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